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非会員 会員

問題あり 問題なし

非会員 会員 ※団体会員傘下企業の場合は原則として

団体会員に申入れ｡

必要 不要

解約希望せず 解約希望

交渉成立 交渉不成立

電話での聞き取りにより、法令、当協会｢倫理綱領｣「自主

行動基準」等に照らしての問題性の有無を判断

回答して終了会員か非会員か？

対処方法・処理方針を解

説。場合によって､より適

切な他の機関(ｾﾝﾀｰ等)紹介

解約交渉等の処理が必要か？

詳しく聞き取り､事実確認

詳細の解説、

契約続行｡

会員に対し問

題点指摘等

解約交渉、あっせ

相談終了

会員社に問題点指摘

内容の問題点を会

員に情報提供

消費者ｾﾝﾀｰ

等行政機関

会員か非会員か

対処方法･処理方針

を解説

回答して終了

問題が大きいも

のの企業が応じ

ず解決せず

不明点等ある場合

両当事者合意 両当事者が合意せず

専務理事の指名した学識経験者委員及び協会事務局職員により､当該案件に関する検討会発足

相談室で聞取り済みの両者の主張、契約書面その他の資料について、関連法令、

当協会「倫理綱領」､「自主行動基準」を判断基準として問題点整理

両当事者に再度の事実確認（原則は対面･場合により電

話）

様々な事情を勘案した解決案を呈示しあっせん

終了

（社）日本訪問販売協会消費者取引紛争処理機構

団体会員傘下企業

の場合は団体会員

にも連絡｡

両当事者合意

合意不成立

※プライバシー保護の上、紛争委員会での経緯につき情報開示する。

委員会に諮ることにつき両当事者同意

会長の指名した学識経験者 3 名により構成｡委員長は上記検討会の構成員が就任。

委員会の検討結果

と し て 解 決 案 作

成、両当事者に呈

示

合意書を取り

交わし終了

会員企業については正当な

理由なく拒否はできない。

団体会員傘下企業について

は団体とも協議。 不調で終了

その上であっせ

ん不調の申出｡

業界として解決

すべきと判断



○「検討委員会」
（1）メンバー：学識経験者、ＡＤＲ機関関係者等の識者により構成
（2）検討スケジュール：本年４月以降、１～２回開催（その後は、バーチャルな議
　　　論を行うことを想定）

具体的な養成プログラムを検討。その成果をまとめ、今春～夏を目途に、経済産業研
究所ＡＤＲポリシープラットフォームにおいて、試行的に養成プログラムを実行する
ことを目標とする。
（参考）ＡＤＲ検討会における主な意見（ＡＤＲを担う人材の養成に関わるもの）

○検討の目標

○「ＡＤＲの主宰者となるためには、法的知識や紛争内容に関する専門能力の
　ほかに、紛争解決に関する専門能力も必要とされるのだから、法曹関係者
　にもいえることであるが、ある分野の専門家が直ちにＡＤＲを主宰する能力
　があるとはいえず、ＡＤＲ主宰者への研修や資格認定についても検討する必
　要があるのではないか。また、・・・研修の充実や関係機関間の連携の問題
　ともどこかの段階でリンクさせて、法や行政ができることは何かを考えなけ
　ればならないのではないか。」

○「紛争解決に係る専門能力については従来必ずしも注目されていなかった分
　野であるが、重要であると思われる。」

○「消費者の立場からみれば、既存のＡＤＲは、法的知識等に係る専門能力と紛
　争分野に係る専門能力に特化しているため、利用者が説得されてしまうとい
　うイメージが強い。このため、根本的に考え方を変えて、紛争解決に係る専
　門能力を重視し、当事者同士の話合いを主体として、第三者がアドバイスす
　るような関わり方で組み立ててもらいたい。」

○「オーストラリアでは、弁護士や専門家というだけでは調停人とはなれず、
　各ＡＤＲの内規で、紛争解決に係る専門能力に関し一定の研修を収めなけれ
　ばならないとされている。・・・」

○「法的知識等に係る専門能力があれば紛争解決に係る専門能力が備わるという
　ものではなく、アメリカでは、弁護士も研修プログラム等を経て調停人とな
　るための資格を得ている。」

○「・・・紛争解決に係る専門能力を否定はしないが、あくまでも、法的知識等
　に係る専門能力、紛争分野に係る専門能力が重要となるはずである。」
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（ＡＤＲ検討会配付資料より抜粋）


